
資料１

 

主なご提言、ご意見等について 

 
Ⅰ．現状についての認識 
 
本来 PFIは官民が対等な関係を構築し、民間事業者が PFI事業に取り組みやす
い環境の整備がなされるべきものであるが、個々の事業の実際の進捗の状況を

見ると、官民が対等な立場とは言い難い状況にある。また、プロセスの透明性

が必ずしも確保されていないため、提案した内容が正当に評価されていないの

ではないかという根強い不満がある。また、自治体間でのノウハウにばらつき

があり、民間事業者からみると公共施設等の管理者等の対応につき、予見可能

性に乏しい。したがって、国、地方公共団体の意識改革を進めていくとともに、

ガイドラインの改定や関係省庁での申し合わせ等の現場への浸透、さらに制度

や具体的な手続きを具体的に改善していく必要がある。 
 
PFI の制度や慣行をよりよいものとしようという熱意が従前に比し、後退して
いる。 
これは、 
公共施設等の管理者等にとっては、PFI は手間がかかり、使いやすい手法とな
っておらず、その反面、効果が明確に確認しえないこと、本来事業進捗のプロ

セスの中で内容や質の向上がなされるべきものの、現実には必ずしもなされて

いないことにより、満足する効果がでていないこともあること、さらに、国等

による規範の充実化、標準化、さらには、グッドプラックティスやノウハウの

共有も不十分であることがその背景としてあると考えられる。 
また、民間事業者にとっては、PFI 事業は総じて取引費用が高いものの、多数
を占める単純な施設整備中心の案件は収益ポテンシャルが減少してきており、

その一方で創意工夫努力を発揮することができ、収益ポテンシャルもある案件

が限定されていることから、市場参入意欲が縮小しつつあること、要求水準書

等の設定が不十分、入札段階等での官民の意思疎通が不十分であるため、後刻

契約や運営段階で実務上の問題が生じている事例があること、さらには、公正、

公平な契約条件か、また、合理的なリスク分担になっているかについて、根強

い不満があること等がその背景としてあると考えられる。 
 
Ⅱ．個別の課題 
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１．要求水準の明確化 
 
１） 要求水準書にかかわる規範、グッドプラックティスの提示の必要性 
 

要求水準書をどのように設定すべきかについて、具体的な事例を示して

いく必要がある。 
 
２） 要求水準書策定前の段階での明確なコンセプト形成の必要性 
 

公共施設等の管理者等は、要求水準書を策定する前の段階で、どんな目

的でどんな効果を期待するのか、基本構想、基本計画の内容として、そ

のコンセプトを十分に検討する必要がある（公共施設等の管理者等は、

何を買いたいのか、明確なコンセプトをアウトプット仕様の形であらか

じめ整理する必要がある。）。 
 
３） 要求水準書の具体化、明確化、精緻化の必要性 
 

要求水準書は、モニタリングに耐えうるような数値的な基準等を盛り込

む等、具体化、明確化、精緻化を図るべきである。しかしながら運営部

分についてはこのような具体化、明確化、精緻化が困難であり、これが、

落札した後の落札者の大きな負担の要因となっている。 
 
要求水準の具体化、明確化、精緻化のためには、提供されるサービスの

類型ごとに整理していくアプローチが有効である。 
 
４） コストと要求水準書の内容（サービスの質）との関係を明確化する必要

性 
 

コストとサービスの質との関係を明確化すべきである。 
本来、性能発注の仕様である要求水準に見合ったコストが検討され、こ

れがいわゆる予定価格として設定されるべきであるが、現実には必ずし

もこのような検討の過程を経て要求水準書が作成されておらず、結果と

して、入札参加者に当該予定価格では実現不可能な過大な内容の要求水

準書を示している傾向がある。 
 
PFI でいう予定価格は、物品等の調達の際の予定価格とはその性格を異
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にするものであり、その点に十分留意して検討する必要がある。 
 
PFI は行政の最終的な責任をアウトプット仕様で明確に示すところに意
義があるが、その前提としてインプット仕様において価額を積み上げる

必要があり、その意味で両者は不即不離の関係にある。しかしながら、

一定のインプットを投入すると必ず想定したアウトプットが達成できる

とは限らず、そこにリスクの問題が生じることとなる。特に運営段階に

おいては、そのリスクが大きい。このアウトプット仕様とインプット仕

様の相関を定量的に把握していくことが必要である。 
 
可能な限り要求水準の明確化を図った上で、予定価格（または参考価格）

及びその算定根拠を公表すべきである（パブコメ）。 
 
性能発注規定が主体の要求水準においては、上限拘束性をもたない参考

価格としての予定価格について検討すべき（アンケート）。 
 
５） その他 
 

性能発注であっても、施設の安全面に関する項目については、より具体

的に提示したほうが、事業者と公共施設等の管理者等の相互の認識の違

いが回避できる。（アンケート） 
 
２．標準契約化の推進 
 
我が国は諸外国と比較し、契約等の標準化はかなり遅れているので、検討すべ

きである。英国で PFI が魅力的と考えているファクターが我が国の場合、すべ
て欠けている。その一つがプロセスのコストの縮減策の実施であり、英国では、

標準の契約書や、標準の OS化等様々な分野で標準化を進めている。 
 
単一の標準契約では不十分であり、事業分野ごとに作成を行うべきである。 
 
契約の内容は要求水準書で規定されるのであり、要求水準書の書き方、提案書

様式等の標準化も検討することが必要である。また、標準化は幅広く投資家を

集めるためにも有用である。 
 
３．リスクマネジメント等についての考え方の整理 
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リスクイベントの発生確率だけ取り上げても意味がなく、数値的に把握したリ

スクインパクトでなければ意味がない。また、従来行政ではコスト化していな

いものについても、民間事業者が行う場合コスト化すべきものがある。 
 
リスクの定量化、リスクマネジメントのあり方については、現行のガイドライ

ンには示されていない。リスクマネジメントを含めたマニュアル的なものを作

成する必要がある。また、実際に実施された事業において顕在化したリスク事

例をまとめたデータベースを作成する必要がある。 
 
現行のリスクのガイドラインには、リスクマッピングやリスクワークショップ

の考え、具体のリスクの管理手法、リスクが顕在化する場合の基本的な対処の

あり方等本来実務的におさえるべき点が欠けており、これらの実務的な規範の

整理と充実が求められる。 
 
要求水準書にリスクワークショップ等の結果を踏まえた具体的なリスクを開示

すべきである。 
 
リスクは、廃棄物処理施設と病院では異なる等、施設の類型により異なるもの

と考えられるが、典型的な施設について考えられる典型的なリスクというのは、

明確にしておくことが、事業の円滑な進捗にとって必要と考えられる。 
 
公共にとってのリスク分析にもっと焦点を当てるべきである。これは、PFI 契
約の対象となっている資産を公共の資産として計上するか、民間の資産として

計上するかを判断するためにも必要である（パブコメ）。 
 
改修 PFI では、潜在的瑕疵リスク、提案できる余地の少なさにより事業の参入
意欲が低い（アンケート）。 
 
４．より透明性が高く民間の創意工夫が生かせる入札プロセスの実現 
 
１） 透明性の確保 
 

審査委員会の審査のあり方について改定したプロセスのガイドラインの

趣旨を徹底すること等により、事業者選定手続きの透明性の確保、向上

を図ることが必要である。 
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応募者への審査講評内容説明会を実施すべき（パブコメ）。 
 
落札者決定基準の内容及び審査方法について、価格点と非価格点のバラ

ンス、環境面などコスト面以外の評価、資金計画等金融面での評価、メ

ンテナンスの向上やデザインの向上の評価等に関する指針が必要（アン

ケート）。 
 
予定価格については、PSC ベースか PFI-LCC ベースかいずれかに統一
すべきである（アンケート）。 

 
２） 対話手法の充実 
 

関係省庁連絡会議幹事会申し合わせによってかなり状況は改善されたと

考えられるが、入札プロセスについて引き続き改善すべき点がないかど

うか検討すべきである。 
 

性能発注が有効に機能するためには、要求水準書に示された公共施設等

の管理者等の意図をより具体的に入札参加者が把握することが必要なた

め、両者の間の意思疎通（対話）が必要である。この点を踏まえ、平成

18年 11月の関係省庁申し合わせがなされたところであるが、この対話方
式等についてより広範に現場に浸透させるとともに、具体的な手順につ

いてガイドラインに盛り込むべきである。 
 

これらの課題を抜本的に改善するためには、会計法や地方自治法の改正

まで踏む込むことが必要である。 
 
３） より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス

 
要求水準を明確化したうえで、民間のノウハウを生かすことにより、そ

れ以上の価値（社会的価値）をさらに達成していくべきとのスタンスを

明確に示したうえで、そのための具体的方法論を検討すべきである。 
    
   ＶＥ（Value Engineering）に関するマニュアルの必要性（アンケート）。 
 
   ＶＦＭの算定について、民間収益事業や、民間事業者による BPR提案な
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どの要素を全て取り除いた、PSC と比較可能な数値の基本入札

（Compliant Bid）を提示させた上で、民間収益事業や、BPR によって
どのような改善を行ったのかについて、Compliant Bid との違いを明ら
かにさせた提案入札（Variant Bid）を提示させることが有効（パブコメ）。 

 
４） その他

 
   入札プロセスに多くの手続，時間，経費がかかりＰＦＩ導入に大きな壁

となっている。類似事例等について国がパターン化することにより，時

間や経費を削減できるようにすべき。また、事務手続きを簡素化すべき

（アンケート）。 
 
   地元企業の育成、事業化拡大を事業者選定にどう盛り込むか。地域活性

化への対策（どのように地域社会に貢献させるか）（アンケート）。 
 
５．運営段階における課題に対する適切な対応 
 
１） 制度変更、技術革新等に伴う当初定めた要求水準書の内容の変更に適切

に対応するメカニズムの導入 
   
   年月の経過により当初想定していた条件がかわることはありうることで

あり、その際、金融機関も含めて合意が形成されるような契約変更のあ

り方を整理する必要がある。 
 
   なお、英国では、一定の期間ごとにその時点におけるサービスの支払対

価や支払い方法あるいはサービスの要求水準と比較しこれらを変更でき

るような仕組み（ベンチマーキングテスト、マーケットテスティング）

を構築し、契約規定とすることが推奨されている（モニタリングに関す

るガイドライン 六 1参照）。 
 
２） 事業の運営が適切になされるようなモニタリング、支払いメカニズムの

充実 
 

   要求水準書は、サービスレベルを明記したアウトプットベースの仕様書

であり、運営段階で当該要求水準を充足するパフォーマンス等が発揮さ

れているか否かをモニタリングによりチェックし、支払い対価の減額等
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の支払いシステムの執行により担保することになる。従って、明記され

たサービスレベルとモニタリングの基準、支払いメカニズムは連動して

いる必要があり、また、同時期に作成される必要がある。 
   施設のアベイラビリティ（利用可能性）に対する支払いの概念を確立し、

アベイラビリティとサービスのパフォーマンス（業績）という二つの指

標で要求水準を充足しているか否かをチェックすることが必要である。 
 
 

サービスの質を確保するため、モニタリングの結果、業務が要求水準に

到達していない場合、サービス購入対価の支払いを減額することがある

が、この際、減額の対象には施設整備費も含めるいわゆるユニタリーペ

イメントを採用している例がある。 
 

   また、減額のほか、インセンティヴをうまく組み込んでいる例は、日本

にもあり、インセンティヴについても検討の余地がある。しかしながら、

インセンティヴを与えることにつき、経済的なメリットがあるというこ

とが明確に整理されている必要があることのほか、要求水準を達成する

のが事業者の責務となっている枠組みのなかで、安易にボーナスを支払

うというシステムをとることは、PFI のそもそもの目的からはずれる可
能性があり、慎重な検討が必要である。 

    
   建設段階におけるモニタリング実施方法の標準化、ガイドライン充実（ア

ンケート）。 
    
３） 中立的な裁定機関の必要性 
 

入札手続きや運営開始後において管理者等と民間事業者との間で意見が

対立し、両当事者間の調整では結論がでない場合も想定されるが、これ

らの場合に両当事者の裁定を行う機関を設置するべきである。これによ

り、管理者等ごとに対応が異なるといった状況も解消することが期待さ

れる。 
 

   このような両当事者間の係争を解決するためには、裁定機関を将来的に

は設置することを前提とはしながらも、まず、係争の処理の考え方、具

体的な手順等を明確に示し、これを規範化していくことが必要である。 
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４） 事業期間終了後の課題に対する対応

 
   事業期間終了時において引き続き PFI 事業を行う際には、政府調達協定

が適用となる場合、一般競争入札を実施することになるが、事業継続の

確保という観点からみると随意契約により従来の事業者が継続的に事業

を実施する方がベターである場合も考えられ、このような事例について

の対応のあり方について検討する必要がある。 
 
   事業期間終了時の施設のコンディションについて不明確な要求水準書が

多く、事業期間が終了し施設が管理者等に引き渡される際のコンディシ

ョンについて、何らかの確保策を検討することが必要である。 
 
   事業期間中、施設を診断し、予防的保全を行うことにより、施設の劣化

が進まないような措置を講じている例がある。 
 
   施設の維持管理のモニタリングを行う必要がある。 
 
   性能発注においても、経年による性能劣化に対し、建物・設備の法定耐

用年数のような劣化の許容範囲を明確にした具体的基準の作成が必要

（アンケート）。 
 
   「大規模修繕」の定義を明確にするとともに、「大規模修繕」のどの部分

をＰＦＩ事業の事業者が行うのか、「大規模修繕」のどの部分を事業終了

後に施設を引き継いだ公共が行うのかを明確にしておく必要がある（パ

ブコメ）。 
 
   ＰＦＩ事業終了後に発生しうるリスク（公共側経験、ノウハウの喪失に

より、ＰＦＩ事業終了の後、継続して公共が同公共事業を実施すること

に支障がないか否か等）について整理が必要（アンケート）。 
 
５） 運営重視型事業におけるSPCのマネジメント能力の重要性
 
   運営事業では SPCのマネジメント能力が事業の成否を左右するが、現状

では SPCが未成熟な一方で、運営型 PFIが増加している。PFIの期待す
る効果を実現するには民間事業者の SPCに対する認識を深めるような取
り組みをおこなうことが重要（アンケート）。 
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６．PFIの市場の拡大に向けた検討 
 
PFI の事業領域を拡大し、これまで、官の事業領域とされていた公共サービス
分野についても対象とするべきである。特に公営事業及び公共インフラ整備と

その管理についての民間活力をいかにして進めるかが重要な課題である。 
PFI の事業領域を拡大することとあわせて、その際において行政の果たすべき
責任は何なのかという点についても、議論を進めておく必要がある。 
 
実際の案件の多くが単純なリスク移転のないハコモノ的案件となっており、企

業にとって付加価値がなく利益も少なく参加者に魅力のないものとなっている。 
リスク移転を促進して、より複雑で大規模な参加者にとって魅力的な案件が増

加していくべきである。 
 
PFI のファイナンスの市場を維持、拡大していくためには、相応の規模、適切
な民間リスク移転（予測可能リスクに限る）、相応のリターンのある案件が供給

されることが必要である。具体的には、住民にとって真に必要なしかるべき規

模をもったインフラ整備等が考えられる。 
 
民間発案型の PFI事業の募集プロセス等を明確にすべき。（アンケート） 
 
ＰＦＩに類似の仕組みである「コンセッション方式」について、導入に必要な

諸制度の整備を進めるべき。（アンケート） 
 
７．他の官民連携手法とのノウハウの共有、活用及び必要な調整の実施 
 
PFI と同じく官民連携の手法である指定管理者制度、市場化テスト等も視野に
入れて今後の PFIについてのあり方を検討すべきである。  
例えば、PFI 法が制定された後に制度化された市場化テスト法では、公権力の
行使について、同法により個別の法律の特例を定めることにより、これらの業

務につき、民間事業者に委託をすることを可能とした。このような PFI 法制定
後に他の制度で具体化された措置について、今後の PFI について検討する際、
参考とすべきである。また、指定管理者制度については、同制度の法的な性格

は行政処分であるほか、地方自治法上の制度であることによる制約がかかるこ

と、PFIについては契約行為であること等により、両方の制度を併用する場合、
調整すべき点があるとの指摘が特に実務サイドからなされており、対応する必

 9



要がある。 
 
指定管理者制度を採用したＰＦＩ事業の直接協定について（指定管理者制度の

解除要件とＰＦＩ事業契約の解除要件について，制度そのものは別個のもので

あるが，一体不可分であり，指定管理者の解除要件が発生した場合，事業契約

の解除要件となり，金融団側による介入権の行使や地位譲渡が限定され，事業

の継続性に疑問が残る。）（アンケート） 
 
施設が完成していなくても、公の施設の設置条例の制定が可能との見解を積極

的に示してほしい（アンケート）。 
 
８．VFM評価についての継続的検討 
 
VFMは、PFIの核となる考え方であり、ガイドライン改定の際、税の取り扱い
とイコールフッティング、VFMの源泉であるリスクの移転等検討保留事項とさ
れた事項については、今後ともその検討を継続的に実施する必要がある。 
 
発注者側がＰＦＩ方式を導入するか否かの判断基準となるＶＦＭ算定作業を簡

易にする必要がある（簡易ＶＦＭの設定）（アンケート）。 
 
 
９．ファイナンス手法のあり方についての検討 
 
ファイナンスのあり方と SPCの債権の流動化の問題について検討する必要があ
る。 
 
ファイナンスについては、選択肢をできる限り広くさせて、市場をつくってい

くことが重要である。 
 
証券化、ボンドという話になると、参加者が増え、手間もコストもかかること

になる。日本の PFI のように直接事業者と銀行との間でプロジェクトファイナ
ンスを行った方がコスト的にはメリットがある。また、流動化、投資家の投資

対象ということになると、いわゆる金融機関のモニタリング等により事業の適

切な進捗がはかられるという PFI のファイナンスの基本的なところからどんど
ん離れていくことになる。したがって、可能性があるとすれば、事業契約の全

体の枠組みを投資商品に仕組みやすいように設定しこれを類型化していくとい
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うアプローチはありうると考える。いずれにしても、ファイナンスのやり方、

手法というものは、金融機関がやりたいからやるということではなくて、投資

家が望むものをやるということを前提にして議論がなされるべきである。 
 
我が国でファイナンスの多様化が進まないのはそのインセンティブがないから

である。その理由としては、まず、政府自治体が固定金利を非常に選好するこ

とがあげられる。固定金利ということになると事業期間を一気通貫でやるとい

うファイナンスでやらざるをえない。次に英国等でリファイナンスが盛んなの

は、完工リスクがあるからだが、我が国では完工リスクはあまりない。さらに

英国等にない金融機関として審査能力を備えた地方銀行がある。英国でモノラ

インインシュアラーや格付け審査機関が参加する仕組みが構築されているのは、

英国では審査能力が相対的に軽装備な金融機関や投資家が多いことによる。 
 
ファイナンスの多様化を進める際に検討すべき制度的障壁としては、担保法制

等の法制面等があるが、実務的には対応が進みつつある。 
 
PFI 案件は、大型で複雑な案件と主に市町村発注にかかる比較的小型で単純な
案件に二極化してきている傾向にある。小規模で住民の生活に密着しているよ

うな事業は地域完結型案件という形で、今後、発注者、地域金融機関、地元企

業の三者が三位一体となって進めていくべきである。 
この場合、地域完結型をどのように進めるか、これらのネットワークづくりを

どのように行うかにつき検討を行う必要がある。 
知識や経験を共有化し、また、普及していく方法の一つとしてフォーラムの開

催が効果的であるが、地方銀行に対する知識、ノウハウの普及を図るために即

効的な手法としてフォーラムの開催を行うべきである。 
 
地方銀行は、地域の情報を幅広く有していること、また、長期にわたる運営期

間についてもモニタリングについて実効性をもって対応できること、さらには、

地元情報を有しているので、有事の場合も迅速適確に対応できること等の強み

がある。地域の企業が受注をしやすいよう、業務に応じた地域企業をまとめた

地域コンソシアムを組成し、事業者の需要に対応できる体制を整える等の努力

を行っている例がある。ただ、ノウハウにおいては不足しているところがある

ので、ノウハウの移転等が促進されるような方策を検討すべきである。 
 
金融機関の役割についてはいわゆる事業及びファイナンスのストラクチュアリ

ングといった仕組みづくりの部分、そしてモニタリングの部分に期待がなされ

 11



ていると理解している。 
 
直接契約についてノウハウを共有できるようにすべきである。 
 
直接契約等について積極的に公表すべき（アンケート）。 
 
PFI 事業におけるプロジェクトファイナンスの意義、我が国における PFI サー
ビスプロバイダーや投資家の育成、多様な資金調達手法の確立等の観点からも

適切な選定基準の設定及び審査の実施について公共サイドに対する一層の啓蒙

が重要。（パブコメ） 
 
１０．コンサルタントの役割について再認識の必要性 
 
コンサルタントの役割や、自治体との関係についても検討すべきである。日本

のコンサルタントは海外に比べるとやや硬直化し、機能も限定されているとい

う面がある。例えば、イギリスのテクニカルコンサルタントは、テクニカル全

般についてコンサルタントを行っており、保険アドバイザーは公共の方に入っ

てリスクの分担を整理するためのアドバイスを行っている。 
 
運営開始後の契約内容に関する交渉等におけるアドバイザー（コンサルタント）

の確保。また、モニタリング及びＳＰＣの経営状況の把握等については専門家

（コンサルタント等）への委託が望ましい（アンケート）。 
 
導入可能性調査、アドバイザリー業務契約・コンサルタント業者選定方法につ

いてガイドラインが必要。コンサルティング費用が高コストであり、コンサル

タントとのアドバイザリー委託料の積算基準が必要（アンケート）。 
 
１１．プレーヤーの拡大の必要性 
 
ＰＦＩに関与する事業者、コンサルタント、金融機関等が固定している。海外

からのプレーヤーはほとんど来ておらず、日本市場に入りにくいという声もあ

る。プレーヤーの拡大についても検討すべきである。 
 
１２．補助金、税制等の支援措置のイコールフッティングの必要性 
 
税や国庫補助金等の制度がＰＦＩ導入の阻害要因とならないよう、イコールフ
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ッティングの確保が必要。特に補助金、交付金等を利用できる事業については、

ＢＯＴでも事業終了時ではなく事業開始時に交付されるようにすべき（アンケ

ート）。 
 
１３．現下の政策課題への対応 
 
１） 防災 
 

大規模な地震の後等の自治体の災害対応業務の多くは通常行政とは全く

質の異なる業務であり、このような分野は、民間のノウハウの活用が望

ましく、民間の専門家に任せることにより、質が上がり、一方コストが

下がるのではないかと感じている。 
 
災害対応について検討をする際、災害対応としての様々な実施業務は、

民間の方が効率的であると考えられるが、いつ起こるかわからない災害

のための準備（mobilization）を、官民連携して、いかに効率的に行うか
についても議論する必要がある。 

 
２） 地球環境温暖化防止対策 
 
   ＰＦＩ事業におけるＬＣＣ／ＬＣＣＯ２削減の実効性を改善するため、

①エネルギー調達を事業範囲とし、入札価格に光熱水費を含めること、

②ＬＣＣ／ＬＣＣＯ２削減について、要求水準書や審査項目等に明記す

ること、③維持管理業務の一部として、エネルギーマネジメント業務を

明記し、事業者にエネルギー調達、エネルギー供給、エネルギー管理業

務を包括的に担わせること、が有効（パブコメ）。 
 
 
１４．これらの課題を具体的に推進する検討の方向 
 
１） あるべき規範の標準化

 
現在のガイドラインの充実化を図るとともに、現行の枠にこだわること

なく、不断の変化や様々な状況に対応する多様な手法により、あるべき

規範を段階的に整理し、知識の集約化・共有化を図ることが望ましい。 
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２） 知識と経験の共有化と普及 
 

多様な主体によるベストプラックティス、参考となりうる事例・経験は

すでに一定程度市場に蓄積されつつあるのであり、これらの情報の整理、

情報公開をさらに促進するとともに、ベストプラックティス事例のマニ

ュアル化、データベース化を図ることが必要である。 
 

ベストプラックティスとして公表されているものには、本当のポイント

はでていない。公表されない本当のポイントを共有できるようにしない

と情報がゆがんでしまう。 
 
ＰＦＩに必要な専門的知識を学べる研修・説明等の場の提供が必要。ま

た、詳細、具体的なガイドラインの提示、わかりやすく使いやすいＰＦ

Ｉマニュアルの作成が有効（アンケート）。 
 
 

 
３） PFI事業に関する中立的なサポート組織の必要性
 

これまでの PFI 事業に関する情報やノウハウを蓄積し、官民双方が、先
行事例における知見を活かして、より効率的な仕組みを構築する必要が

ある。英国財務省が中心となって設立した PUK(PartnershipsUK)等や、
自治体へのアドバイス・サポートを行う 4Ps(Public Private Partnership 
Program)を参考にして、PFI 事業の未実施自治体への導入、円滑な立ち
上げ、運営に関する実務支援を行う等、総合的かつ効率的に PFI 事業が
推進されるよう政府内の体制整備を進めるべきである。 

 
１５．今後の議論の進め方 

 
今回の論点整理について、推進委員会として本質的な課題として速やかに取り

組むべき課題とそうでないものとに整理していく必要がある。 
 

それぞれの項目に対する対応策を考える際、一つの項目でなく、さまざまな項

目と連動することとなると考えられるので、対応策について立体的に整理する

必要がある。 
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どのような方策をとると、どのようなことが解決されるかといった論点相互間

の関係を明確に意識する必要がある。 
 
市場における情報や課題を効果的に吸い上げ、方向性や解決策を議論し、慣行

を改善していくという何らかの継続的な枠組みや工夫が求められている。 
このためには、推進委員会総合部会を複数のワーキンググループに組成し、必

要に応じ、外部専門家を招聘し、継続的なワーキンググループが常に現状の課

題をトレースしながら、あるべき規範を議論していくアプローチが必要である。 
 
１６．その他 
 
英国の場合、施設については、いろいろな施設が複合化して、民間がそれを一

貫して運営していくということで、施設の魅力が増すというケースが見られる

が、我が国の場合は単一的な施設整備の形がずっと行われている。 
 
行政財産の活用、また、公の施設、公物管理との関係をさらに検討するべきで

ある。 
 
取引費用について、時間、費用の実態を把握すべきである。 
 
事業の関連法に基づいてＰＦＩ事業者（ＳＰＣ）が取得すべき許認可項目やそ

の解釈などを調整または例示すべき（例として、ＳＰＣが許認可を取得しなけ

ればならない場合と、実際の業務を行う構成企業等が取得していればよい場合

など。）（アンケート）。 
 
 
民間収益事業（付帯事業）の扱いについての規定が必要（アンケート）。 
 
現在の PFI 法では、解釈によっては、例えば、建設のみ、維持管理のみの PFI
事業でも実施可能と解することができる。実際、民間の資金調達を伴わないDBO
方式、維持管理・運営を伴わない BT 方式、施設整備を伴わない O 方式（運営
のみ）も PFI事業として実施されている例があるが、PFI法に規定する PFI事
業の範囲について明確化すべきである（アンケート）。 
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